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１  日  時    平成２９年３月２４日（金） 午前９時３０分より 

 

 

２  場  所    教育委員会５階会議室 
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平成２９年３月臨時教育委員会会議 議題目次 

 

（１） 議 案 

① 議案第４６号 

松戸市立学校職員服務規程及び松戸市立 

高等学校職員服務規程の一部を改正する 

訓令の制定について              (学務課)      

② 議案第４７号 

教育職員の勤務時間及び休暇等に関する規則 

及び松戸市立高等学校管理規則の一部を 

改正する規則の制定について          (学務課)     

③ 議案第４８号 

松戸市教育委員会職員の人事について     (教育企画課)    

④ 報告第６号 

臨時代理による処分の報告について       (学務課)     



－１－ 

教育長 それでは、本日の教育委員会会議に傍聴人の申し出はございません。 

  なお、これ以降傍聴の申し出がある場合には、事務局への受付をもって許可にかえること

といたします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎開 会 

教育長 ただいまから平成29年３月臨時教育委員会会議を開催いたします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎会議録署名委員の指名 

教育長 開会に当たり、本日の会議録署名人を伊藤委員にお願いいたします。よろしくお願い

します。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎議案の提出 

教育長 それでは、日程に従い議事を進めます。 

  本日の議題は議案３件、報告議案１件となっております。 

  このうち、議案第48号と報告第６号は人事案件となります。したがいまして、議案第48号

と報告第６号の審議を秘密会としてはいかがか、お諮りいたします。 

  それでは、松戸市教育委員会会議規則第13条の規定により決をとらせていただきます。 

  この後行われます教育委員会会議のうち、議案第48号と報告第６号の審議を秘密会とする

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長 ありがとうございます。 

  ご異議がないものと認め、議案第48号と報告第６号の審議は秘密会といたします。 

  では、ここからの議事進行は山田教育長職務代理者にお願いします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第４６号 

教育長職務代理者 それでは、日程に従いまして議事を進めさせていただきます。 



－２－ 

  議案第46号「松戸市立学校職員服務規程及び松戸市立高等学校職員服務規程の一部を改正

する訓令の制定について」を議題といたします。 

  ご説明をお願いいたします。 

  学務課長。 

学務課長 学務課長の織原です。よろしくお願いします。 

  議案第46号「松戸市立学校職員服務規程及び松戸市立高等学校職員服務規程の一部を改正

する訓令の制定について」ご説明いたします。 

  これは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の改正

に伴い、介護時間制度を導入する等、育児や介護をしながら働く職員の就労環境を整備する

ことにより、職員の健康確保や仕事と生活の調和を図るための改正でございます。 

  改正内容についてご説明いたします。 

  添付しました松戸市立学校職員服務規程の新旧対照表をごらんください。 

  第７条の２第２項の中、「第４条の３第５項」を「第４条の３第６項」に改めます。 

  続いて、松戸市立高等学校職員服務規程の新旧対照表をごらんください。 

  第７条「第７項」を「第８項」に改め、第６項の次に、「職員は、介護時間の請求をしよ

うとするときは、医師の診断書を添えて、校長（校長にあつては、教育長）に提出しなけれ

ばならない。」を第７項として新設します。 

  以上、松戸市立学校職員服務規程及び松戸市立高等学校職員服務規程の一部を改正する訓

令の制定についてご説明といたします。 

  ご審議のほどよろしくお願いします。 

教育長職務代理者 議案第46号については、ただいまの説明のとおりでございます。 

  これより質疑及び討論に入ります。 

  市場委員。 

市場委員 これ読んでいて余り意味がわからなかったんですけれども、恐らく千葉県人事委員

会規則第２号というのの第４条３第５項の内容が第６項に変わったのだろうなと推測したん

ですけれども、その内容を教えていただきたいことと、新しく第４条の３第５項というのが

つけ加わってずれたとかということなんだろうなと想像するんですけれども、新しい第４条

の３第５項というのは何なのか教えてください。 

学務課長 第４条の３第５項ですけれども、これについては勤務時間条例の第２第１項に規定

する人事委員会規則で定めるものは、児童福祉法第６条の４第２項に規定する養育里親であ



－３－ 

る職員（児童の親その他同法第27項第４項に規定するもの）の意に反するため、同項の規定

により同法第６条４項１項に規定する里親であって、養子縁組によって両親となることを希

望しているものとして、当該児童を預託することができない職員に限るに、同法第27条第１

項第３号の規定により預託されている当該児童とするというふうな規程がありまして、それ

に基づいて変更されております。 

教育長職務代理者 ちょっとわかりにくいですね。 

  かいつまんでもう一度ちょっと要点をお願いできますか。多分何かが追加になって繰り下

がったんですかという質問だったんですけれども。 

学務課長 そうです。今の養育里親ということが加わって、それが入ったために追加されたた

めに繰り下がったということ、ずれたということになります。 

市場委員 多分本当に形式的なことなんだろうなと想像します。 

教育長職務代理者 実態的な、実質的な変更というよりも、養育里親の条項が加わったことに

よって、今までとは変更のない、内容的には変更のないことが表記上１項目ずれたというこ

とと理解していいですね。 

学務課長 そうですね、結局ここにある上位法ですね、その上位法が変わってきたので、それ

に伴ってこちらの規程を変更しなくてはいけないということで、それが加わったために変更

していくということになります。 

市場委員 ありがとうございます。 

教育長職務代理者 内容的な変更ではないというご説明でございました。いかがでしょうか。 

  武田委員。 

武田委員 武田でございます。 

  ３ページの下のほうの松戸市立高等学校職員服務規程の「医師の診断書を添えて」という

ところなんですけれども、「介護時間を請求しようとするとき」って、この介護というのは、

時間休に関するところのものを医師の診断書を添えてというふうに理解していいということ

でしょうか。 

学務課長 まず、介護をするという申請に当たって、介護をする方のどういう状況にあるかと

いうことをまず医師の診断書をもとに介護を認めるかどうかになりますので、それを添えて

という形になります。 

武田委員 例えば現実的には介護を必要とする状況になるときに、お医者様まで行かないまで

もということも起こり得るわけですし、あとは介護認定で決まった状態に応じてということ
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も起こり得ると考えられます。必ずしも医者に行くのが一番最初とは限らない状況って結構

あると思うんですけれども、それでも改めて医師の診断書をとりに行って、これを請求しな

ければいけないという流れになるのかなという、その順序がちょっと気になったんですが。 

学務課長 そうですね、今のご質問ですけれども、医師の診断書に基づいてこの介護の認定が

おりますので、制度に当たって必要となります。 

武田委員 そうすると、その前段階で万が一その介護的な作業で休まなければいけないという

ようなことが起きた場合は、有給休暇みたいな形をとって一時的にしのぐということですか。 

学務課長 そうですね、そういう形です。 

武田委員 これはあくまでも長期的なケースになる場合の規程の動きというふうに考えたらよ

ろしいのですか。 

学務課長 時間です。その介護という、有給ではなくて介護時間という形で無給になります。 

武田委員 別枠で取る場合に限ってという。 

学務課長 限ってということになります。 

武田委員 はい、わかりました。 

教育長職務代理者 前半と後半は全然内容が違うわけですよね。さっきの形式的なこととはこ

ちらは違うわけですね。 

  前回、これに類したことはありました。前回の介護時間のものありましたね、あれの高校

職員バージョンということですね。松戸市職員のほうがそれがあったです。教育委員会職員

ですね、それの高校に広げているという…… 

学務課長 はい、そうです。 

教育長職務代理者 議案の整理の仕方として議案第46号でやっている松戸市立学校職員服務規

程のところ、それから高等学校の職員服務規程のこの内容はちょっと割と種類が違うのかな

と思ったんですが、今度次の議案でもまた今度は同様のことが出てくるということですよね。

なかなか切り分けが難しいですけれども、よろしいでしょうか。 

武田委員 はい。 

教育長職務代理者 内容的には前回の議論の延長で理解が助けられるとは思いますが。 

  １件、１件やらなくちゃならないんですけれども、次の議案はまたこれはちょっと違うん

ですね、中身が。 

  それでは、どうでしょうか。議案第46号、質疑等あれば…… 

  内容的にはそんなに分量の多い改正ではありませんので、これはこれでよろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

教育長職務代理者 それでは、ほかにないようでございますので、これをもちまして質疑及び

討論は終結といたします。 

  これより議案第46号を採決いたします。 

  議案第46号については、原案どおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長職務代理者 ご異議がないものと認め、議案第46号は原案どおり決定いたしました。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第４７号 

教育長職務代理者 続きまして、議案第47号「教育職員の勤務時間及び休暇等に関する規則及

び松戸市立高等学校管理規則の一部を改正する規則の制定について」を議題といたします。 

  では、ご説明をお願いいたします。 

  学務課長。 

学務課長 議案第47号「教育職員の勤務時間及び休暇等に関する規則及び松戸市立高等学校管

理規則の一部を改正する規則の制定について」ご説明いたします。 

  これにつきましても、さきの議案第46号と同様の理由による改正でございます。 

  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の改正に伴い、

介護時間制度を導入する等、育児や介護をしながら働く職員の就労環境を整備することによ

り、職員の健康確保や仕事と生活の調和を図るための改正でございます。規則の一部を改正

するということになります。 

  この改正につきましては、７項目あります。細かく一つ一つ条文を読み上げますとかえっ

てわかりづらくなりますので、改正内容につきましては、添付しました教育職員の勤務時間

及び休暇等に関する規則の新旧対照表をごらんいただきました上、ご質問にお答えする形を

とらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、松戸市立高等学校管理規則の新旧対照表をごらんください。 

  こちらのほう説明させていただきます。 

  第63条の第１項及び第２項の中の「及び」を「、介護時間及び」に改めます。 

  以上、教育職員の勤務時間及び休暇等に関する規則及び松戸市立高等学校管理規則の一部

を改正する規則の制定についてご説明といたします。 
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  ご審議のほどよろしくお願いします。 

教育長職務代理者 ご説明は以上のようでございますが、今度はもうちょっと理解を深めます

か。 

市場委員 質問していいですか。 

教育長職務代理者 質問でいきましょうか。 

市場委員 質問で理解を深めてよろしいでしょうか。 

教育長職務代理者 そうですね、市場委員、お願いします。 

市場委員 12ページの９条の３の内容を聞きたいんですけれども、前後で実質的にどういうふ

うに意味が違うのかということをお聞きしたいんですが、多分前は、例えば９条の３（２）

父母の配偶者が職員と同居する父母の配偶者となっているというのは、例えば僕の父と母が

別々に住んでいた場合、僕が父と一緒に住んでいて、母が一緒に住んでいないというような

場合についていうと、前の場合は別に住んでいる母の介護のためにはだめだと。でも今回は、

同居している父の配偶者だから、別に住んでいる母の介護のために介護休暇を申請してもオ

ーケー、これはそういう意味ですか。 

  ９条の３の、例えば（２）父母の配偶者、前は職員と同居しているものとするで、（２）

父母の配偶者となっている。実質的にどういう意味が違うのか。 

学務課長 ここに左のほうに祖父母及び兄弟姉妹とあります。それと孫とありますけれども、

これについては同居しなくてもよいということで、あとそれ以外のことは同居ということに

なります。 

市場委員 前だって同居しているものとすると書いてあります。 

教育長職務代理者 本文のほうに同居すると書いてあるんですね。 

学務課長 祖父母と兄弟姉妹、孫は同居しなくてもよいということです。同居してなくても認

められるということです。 

市場委員 今回のものも、職員と同居する父母の配偶者とありますよね。 

教育長職務代理者 どちらかというと、祖父母から同居要件が外れたということでいいかもし

れませんね。 

学務課長補佐 すみません、学務課長補佐のほうから補足させていただきます。 

  （１）の祖父母及び兄弟姉妹、それから（６）の孫に関しては、同居が求められなくなっ

た。同居しないものについても認めるということに上位法がなりましたので、その部分を変

更しています。（２）から（５）の２号、３号、４号、５号については、今までと同じよう
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に同居をしていなければならないということになっております。そういう違いでございます。 

教育長職務代理者 ありがとうございました。 

  市場委員。 

市場委員 新しい９条の３の（２）職員と同居する父母の配偶者は、同居するは配偶者にかか

るということですか。職員と同居する父母の配偶者といったら…… 

教育長職務代理者 配偶者にかかりますね、これはね。同居する父母じゃなくて、同居する父

母の配偶者。 

市場委員 配偶者にかかるんですか。 

教育長職務代理者 同居するという要件は、その当人であるこの配偶者のほうを指しています

ね。同居の要件とすると。 

学務課長 はい、そうでございます。 

教育長職務代理者 それが２通り読めるなという疑問ですね。 

  一応そこはそういう読み方にするんだろうということでいいんでしょうか。 

市場委員 僕の父と母が別々に住んでいて、僕と母が例えば同居、僕と父が別居だったら、父

の介護には行けないということなの、そういうこと。それは行けるのか。 

教育長職務代理者 祖父母、兄弟姉妹…… 

学務課長補佐 これについては、例えば第２号の中身でいいますと、父母がいわゆる介護を必

要とされる方、そしてその配偶者という形になっておりますので、職員が介護を認められる

場合ですけれども、自分の要するに妻、配偶者が、もしくは夫、配偶者が同居しているその

配偶者の父母を介護する場合には認められる。それから同居していなくても、祖父母、兄弟

姉妹、それから孫については、同居していなくても認められるということになります。 

市場委員 僕と別に住んでいる父の介護には行けるんですか、これは。 

学務課長補佐 現状の規則からいうと、別居している父母の介護には、この介護規則を使って

いくことはできませんということになります。 

市場委員 ごめんなさい。これは全国的にこういう規則に変わったということですか。 

学務課長補佐 同居をしていれば、自分の当然父母に関しても介護はこの介護規則を使って認

められるわけですけれども、別居をしている父母については、この規則を使って介護休暇を

とることができないということです。 

  改正前については、その範囲が祖父母、それから兄弟姉妹、孫にも同様のしばりがあった

んですけれども、それが祖父母と兄弟姉妹、孫については、別居している場合でもこの規則
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を使って介護休暇をとることができるようになったと、緩和されたということです。 

教育長 介護に行ける、行けないじゃなくて、介護休暇をとれる、とれない。 

学務課長補佐 そうです。 

教育長職務代理者 広がったというのはわかるんですけれども。 

教育長 要するに年次休暇とか、育児休暇とかいろいろな休暇の種類があります。それぞれそ

の規制があって自由にどこでも、例えば私が宮城に行くとしたら、往復も含むと結構な日数

が必要になる。そうすると、同じ休暇の単位としてもものすごく長くなります。そういった

ことも考えると、要するに同居であればという条件は以前からあったわけです。それが今回

は祖父母と孫についてはなくなったということです。 

教育長職務代理者 何で父母は入らないんですか。上位の法律がそうなっているということで

すよね。 

  これをどう使うかという、広がるという方向ではいいでしょうが、それは……確認です。

ここでいう「条例第10条の２第１項の規則で定める者は、次に掲げる者」、この条例第10条

の条例というのは何でしたっけ。これは何という条例でしたっけ。 

  今回の趣旨は、例えばこの部分についてはわかったということでよろしいかと思うんです

けれども、全体の整合とすると、その制度がどういうふうに構築されているのかは、多分何

らかの手当でカバーできているからあえて入っていないんだろうとは思うんで、一応それを

確認したいなという趣旨で、この条例のもとを教えていただけますか。 

  学務課長。 

学務課長 松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例です。 

教育長職務代理者 松戸市職員。 

学務課長 松戸市職員でございます。それに基づいております。 

伊藤委員 今の９条の３のところの改正前の文章とも同じなのですが、職員と同居する父母と

いうのであればわかるんですけれども、職員と同居する父母の配偶者って一体誰なのかなと

思ったんですけれども、なぜこういう書き方になっているのでしょうか。 

学務課長補佐 そこについては、詳しいところはここで的確にご説明がし切れないところでは

ありますが、もともとの規則についても、同様に父母の配偶者、それから配偶者の父母の配

偶者というような記載になっておりますので、そのもともとの条文を今回の緩和に伴いまし

て修正をしたものでありますので、なぜ父母の配偶者という表記になっているのかというと

ころについては、ちょっとこの場で的確に説明ができません。申しわけございません。 
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教育長職務代理者 恐らくですね、もともと父母の配偶者とあったので、父母の配偶者という

のは、父の配偶者であれば母だろう、これは普通そういうケースが多いだろうと思われるけ

れども、再婚されたりするとそういうこともあって、そういうことをカバーしようという規

程なんだと思う。でも、だとすれば、父母というのを真正面から普通あって、で、父母に限

らずのということで、審議監からご説明。 

  学校教育部審議監。 

学校教育部審議監 ご説明が混乱をしまして大変申しわけございません。ただいま確認をして

まいりましたけれども、規則のもとになっております条例でございますが、条例の中に配偶

者、父母と配偶者、子、配偶者の父母等々について基本的には条例そのもので配偶者、父母

は介護できますよという規定になっております。それでそれ以外、細かい部分については規

則で定めるということになっておりますので、その細かいところがこの第９条の３の１号か

らの６号までの部分ということでございます。 

  ちょっと私、今、調べに席を外しておりまして、ちょっとご審議の経過存じ上げなくて恐

縮なんですけれども、そういう組み立てになっておりますので、基本的には自分の子供です

とか、配偶者ですとか、父母は条例そのもので介護は当然できるよと。その上でそれ以外の

部分について規則で定めなさいということになっておりますので、規則で定めていると、こ

ういう理解でございます。 

教育長職務代理者 なるほど。わかりました。そうすると、同居要件のない、本則でもそれが

同居要件のない配偶者、父母、子というものがあって、それ以外のものは規則で定めるとな

っているそれをここで定めている。それが改正用。それは同居要件が全体にかかっていたの

が祖父母、兄弟姉妹、それから孫については同居要件が外れたんですね、これね。枝の規則

の中で。 

学校教育部審議監 そうですね。冒頭でご説明しましたように、同居の要件が外れたものとは、

外れないものもあるけれどもということで、その辺の文言を技術的に変えたということでご

ざいます。 

教育長職務代理者 だから父母は…… 

市場委員 そもそもオーケーになっていました。 

教育長職務代理者 審議監続けて。 

学校教育部審議監 申しわけございません。 

  資料が不足で後ほどその辺の資料をきちんと整理したものを改めて、申しわけないんです



－１０－ 

けれども、ご提出はさせていただきます。 

教育長職務代理者 今の点については、今の審議監のご説明で大体……素朴な疑問は解消され

ました。後で追加でその本文を見せていただければ、多分探せば出てくると思うんですけれ

ども、例規集を。探りながらすみません。混乱しまして。 

  学務課長。 

学務課長 先ほどの職員と同居する父母の配偶者であります。それについては再婚相手、例え

ば血縁関係がなくても認められるようになったということです。 

教育長職務代理者 伊藤委員、それはそれでよろしゅうございますでしょうか。 

伊藤委員 再婚相手なんですね。わかりました。 

教育長職務代理者 自分の親ではないけれども、自分の親の配偶者というのはあると。 

  今９条の３についてありました。あとはどうでしょうか。 

  武田委員。 

武田委員 その下なんですけれども、介護休暇と介護時間を要求する場合は、職員の側が決め

るのか、あるいは該当時間４時間という説明もちょっと私にはわかりにくいところもあるん

ですが、始業もしくは終業を連続する２時間を超えてしまった場合は、自動的に休暇扱いに

なるとか、あるいはその時間に設定できない場合は、もっと短い時間であっても時間休では

なくて休暇とするということと理解してよろしいんでしょうか。 

学務課長 今の１日とそれから４時間とありますけれども、それ以外に時間では介護時間とい

う形で30分単位でとれるようなったということです。 

武田委員 始業、終業にくっつけない場合でも30分単位で、中抜きみたいなこともあり得ると

いうことですか。 

学務課長 始業から、もしくは終業前と限定があるので、中抜けはできません。 

武田委員 ４時間以内であれば時間休ということですか。 

学務課長 介護休暇の最小単位は１時間でしたが、介護時間では30分から取得できるように、

なるということになります。 

教育長職務代理者 ９条の４を含めてそういうような改正になったという。これは何というん

ですか、明確にしたということですか。単位が変わったと、単位が今までなかったんですよ

ね。 

学務課長 そうです。30分という時間でとれなかったものが、結局とりやすくなるという形に

なります。 
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教育長職務代理者 30分刻みでとりやすくなったと。 

学務課長 はい。 

教育長職務代理者 という理解だそうです。よろしいでしょうか。 

  そのほかいかがでしょうか。 

  山形委員。 

山形委員 全体についての話でもしわかるところでしたら、介護と育児休暇が重なる方が高齢

化によってダブルケアというのが今一部話題にはなっているんですが、親の介護と自分の育

児がぶつかってしまった場合、マイノリティーだと思うんですが、これは育児休業、介護休

暇のどちらか１つとるものか、２つとるものかというところで、わかりましたら教えてくだ

さい。 

学務課長 今のご質問ですが、まず１つは、育児休業については、夫婦というか両方でとれる

ように制度で変わってきております。そういう中で、例えば夫が育児休業とって、奥さんが

介護休暇という形でとれると思います。 

教育長職務代理者 選択できる、選択できるというか、その活用するのは両方とも活用できる

んだという、広がって活用できるようになってきたというご説明だったと思います。 

  山形委員、どうぞ。 

山形委員 人物が同一の方が２つとるということもなく、どちらかということで考えていいの

でしょうか。同一人物が育児もして介護も２つやらなきゃいけないので、時短を求めて２つ

をとるということは…… 

教育長職務代理者 それを制限されているかどうかということ…… 

山形委員 どちらかということの理解でよかったですか。 

学務課長 ちょっと今その辺についてもう１回資料確認させていただいて回答させていただき

ます。 

教育長職務代理者 明確に制限をしていなければ、できると読んでいいことだろうと思います。

念のため確認をしていただきます。 

山形委員 念のため。 

教育長職務代理者 同時に２種類のことをやるので、その場合に両方の規程による休暇の申し

出をする必要があるのかどうかですね。それはご本人の状況に合わせて使える休暇制度を使

うということだろうとは思いますが、何かその読み方として片方を活用する場合にもう片方

は使いにくいというようなことになりはしないかという懸念ですよね。 
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山形委員 はい。 

教育長職務代理者 よろしいですか。 

  ダブルケアに目配りをというご意見としてお持ち帰りいただくと。 

  そのほか。 

  市場委員。 

市場委員 10ページの最初の第４条の４は、これは自分が産んだ子じゃなくても、こういう里

親になった方は、深夜勤務の制限の請求の手続ができますよということをつけ加えたという

理解でいいんですよね。 

学務課長 そうです。範囲が拡大されたということです。 

教育長職務代理者 そのほかいかがでしょうか。 

  武田委員。 

武田委員 要介護者という認定は、どの段階で決定するというか、先ほどもお医者さんの診断

書というのもあったんですけれども、それが出た段階で要介護者という…… 

教育長職務代理者 今は第４条の７をご覧になっていますか。 

武田委員 そうです。11ページの４条の７のところ。 

教育長職務代理者 ４条の７で出てくる要介護者。 

武田委員 はい。 

教育長職務代理者 この要介護の定義について教えてくださいというご質問かと思います。 

  要介護認定と連動しているお話だろうとは思います。根拠法のほうの言い方がそれを引用

しているのであろうとは思いますが。 

  学務課長、お願いします。 

学務課長 先ほどの条例の10条の２の第１項にということで規定しています。条例のほうは持

ち合わせていないので、後で資料のほう提出させていただきたいと思っています。 

教育長 さっきの医師の診断書と思います。医師の診断書を添えて校長に提出するというとこ

ろだと思いますが。 

教育長職務代理者 まあ、そうですね、根拠をもうちょっと調べて私どもも来ればよかったん

ですが、少しわかりにくいので。 

武田委員 でも、これは休暇の話じゃないですね、時間休も……。 

教育長職務代理者 ちょっと待ってくださいね。また追加資料で補足説明をしていただくとい

うことでいいですか、それとも今ご答弁ありましょうか。 
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  審議監、お願いします。 

学校教育部審議監 重ねて大変申しわけございません。 

  ご質問の要介護者の定義ということでございますけれども、後ほどきちんと整理をして再

度資料を提出させていただきますけれども、私どもの手元にある条例を見ますと、第10条の

２では、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をという規定

はございます。ただ、何をもって要介護者とするかということになりますと、介護保険法

等々のあれがあるとは思いますけれども、その辺についてちょっと勉強不足で恐縮でござい

ますが、後ほどきちんとご説明させていただきますので、ご容赦いただければありがたいと

思います。大変失礼いたします。 

武田委員 よろしくお願いします。 

教育長職務代理者 ありがとうございました。 

  これは今回教育職員ですけれども、市の職員全体についても同様の今条例の、条例という

か、規則があるんですよね。恐らくそれと連動したことだろうと思いますので、全体像の中

での位置づけがわかると大分理解も進むかと思います。そういった補足資料がまたお願いで

きればと思います。 

武田委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

教育長職務代理者 伊藤委員、何かありましょうか。 

伊藤委員 介護休暇と介護時間との関係なんですけれども、介護休暇、実際とる人の立場に立

ってちょっと考えてみると、介護休暇というのは４時間の範囲で、始業から終業までの連続

する４時間をとれば介護休暇で、介護時間というのは30分ごとに、最大２時間までとれると

いうことですね。それでもう一つ、介護休暇と介護時間の連続で、リミットというのはある

んでしょうか。 

教育長職務代理者 介護休暇と介護時間の用語が別物であるという前提で言っておられる…… 

伊藤委員 今までは介護休暇というものしかなかったわけですよね。 

教育長職務代理者 ここでいう介護時間というのは、介護休暇の中での話で、その中で言って

いる介護時間という…… 

伊藤委員 介護時間として細かくとれるようになったと。 

教育長職務代理者 それは介護休暇の中の話で、介護時間というのはその単位を30分とすると

いう。 

教育長 もともと介護休暇というのは、時間休なんです。 
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教育長職務代理者 介護のためだから。 

教育長 ４時間までなんです。なので、同居とかそういうしばりが出てくる。逆に言うと、同

居をしているような環境じゃないと介護はできない。毎日遠くまで出かけて行ってという状

況は想定していない、前のものは。 

伊藤委員 だから、もっと細かく30分単位で取れるようにするのが今回の改正。 

教育長 そうですね。細かくしてもらったほうが本人は助かるわけです。 

伊藤委員 というのは、大体同居をしている人を念頭に置いているわけですね。 

教育長 そうです。 

伊藤委員 遠くまでは行けないわけですから。 

教育長 朝１時間ほしいとか。 

伊藤委員 そうですね。 

教育長 はい。 

伊藤委員 それは、介護時間というのは、１日最大２時間までというふうに今回変わりますよ

ね。 

教育長職務代理者 30分単位のものについては、２時間。 

伊藤委員 最大２時間ですね。 

教育長 でも４時間まで。 

教育長職務代理者 そうか、９条の３と４、９条の３の３項とそれから９条の４、これの関係

ちょっともう１回ご説明をお願いできますか。 

  学務課長補佐。 

学務課長補佐 介護休暇に関しましては、１日、半日、１時間単位で、最長180日分取れます

が、１時間単位でとる場合は、１日４時間までとなります。ですが、実際介護となるといろ

いろな状況が出てきますので、今回の改正で介護時間というものが認められました。介護時

間につきましては、30分単位で１日２時間まで、最長３年の期間内で、とることができます

ので、そういう意味で、介護時間として30分刻みの休暇をとることによって、３年間にわた

って介護に携われるということでございます。 

教育長職務代理者 伊藤委員、どうぞ。 

伊藤委員 １回ごとの介護時間の制限は４時間ですか、２時間ですか。 

学務課長補佐 ２時間。 

伊藤委員 ２時間ですね。それを３年間ということですね。 
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教育長職務代理者 すみません、私のさっきの理解が間違っていました。伊藤委員のほうに分

けて考えるほうが正しいんですね。 

  全体像から見ると、多分それぞれこのピースがはまるところがもとの法律にあるんですね。

介護時間もここで言っている、説明をされている、定義をされたそのもとがあるということ

でございます。 

市場委員 今の介護時間と介護休暇は全く別々のもの、介護休暇をとって、その後介護時間を

とるということをしていいという意味ですか。 

教育長職務代理者 別ですね。９条の３の３項で言っている「１時間を単位とする介護休暇

は、」というこの介護休暇と、それから介護時間という９条の４で言っているのは、これは

もとの法律の中で多分別の位置づけがあるというふうに改正されたことに呼応してここで補

足で規定したという理解でよろしいですか。 

学務課長 はい、新設されたということです。 

教育長職務代理者 新設された介護時間、さっき伊藤委員がおっしゃっていたそれがあるんだ

と。 

学務課長 はい。 

教育長職務代理者 いうことで、だから、１日４時間とか２時間、つくり込みが違うというこ

とですね。 

  武田委員。 

武田委員 今最大180日というのは、半年ですよね、半年間という感じで捉えているのか、あ

るいはぽつぽつと足していっての180日というふうに考えるのか。この介護時間のほうも最

長３年とおっしゃったけれども、例えば週のうちの２日ずつだったらば、３分の１位だから

９年にわたるとか、日数計算なのか、単位というか、時間単位、何年という、このスタート

したときからもう必要ないですというところまでの３年という感じなのか。 

教育長職務代理者 期間についてのご説明。 

  学務課長、お願いします。 

学務課長 まず、介護時間についてですけれども、取得初日から計算して最長３年間。 

武田委員 期間で３年。 

学務課長 取得初日から起算して最長３年の期間となります。 

武田委員 180日のほうは、ぽつぽつと足していく感じで合計日数ですか。 

教育長職務代理者 それも同じですか。同じように日にちから。 
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武田委員 スタートした日から180日。 

学務課長 はい、１時間でも使用した日を、１日１日足し合わせてということです。 

武田委員 期間ですね。 

教育長職務代理者 大体ご質問で理解進んできたと思います。 

  これは日程的には今日採決しとかないと間に合わないものですよね。新年度にかかわって

くる。 

学務課長 はい、そうですね。 

教育長職務代理者 補足説明は後からまた資料で、恐らく全体の介護等に関しての休暇の全体

像がわかる補足の資料をまた後ほどいただくという前提で、いかがでしょうか。 

  そのほか。 

  山形委員、どうぞ。 

山形委員 山形です。 

  １点、今、介護休暇が180日という形でいたんですけれども、例えば独身の方で、父と母

で、父の介護に介護休暇を使って亡くなって、その後数年後、母がまた介護という場合はど

うなるんでしょうか。 

学務課長 今その方に例えば父は父でという形で、母は母はで別々になります。 

山形委員 母は母でまたとれるという形で理解でよかったんですね。ありがとうございます。 

教育長職務代理者 よろしいでしょうか。 

  それでは、ないようでございますので、これをもちまして質疑及び討論は終結といたしま

す。 

  これより議案第47号を採決いたします。 

  議案第47号につきましては、原案どおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長職務代理者 ご異議がないもと認め、議案第47号は原案どおり決定いたしました。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第４８号、報告第６号 

教育長職務代理者 次に、議案第48号「松戸市教育委員会職員の人事について」と報告第６号

「臨時代理による処分の報告について」を議題といたします。 

  会議冒頭で教育長がお諮りしましたとおり、議案第48号と報告第６号の審議は秘密会とな
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りますので、松戸市教育委員会会議規則第14条第２項及び松戸市教育委員会傍聴人規則第８

条の規定により、ただいまから申し上げる職員以外の職員の方はご退席を願います。 

  お残りいただきますのは、議案第48号「松戸市教育委員会職員の人事について」は生涯学

習部長、学校教育部長、学校教育部審議監、学校教育部参事監、教育企画課長、教育企画課

専門監、教育企画課補佐、教育企画課主査。 

  報告第６号「臨時代理による処分の報告について」は生涯学習部長、学校教育部長、学校

教育部審議監、学校教育部参事監、教育企画課長、学務課長、学務課長補佐。 

  以上でございます。その他の方は退席をお願いいたします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

（以後、秘密会） 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

教育長職務代理者 議案第48号については原案どおり決定し、報告第６号については審議が終

結しましたことを報告いたします。 

  本日予定していた議題は以上でございます。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎その他 

教育長職務代理者 それでは、その他に移ります。 

  事務局より何か報告がありますでしょうか。 

  社会教育課長、お願いします。 

社会教育課長 本日は、貴重なお時間いただきましてありがとうございます。 

  企画展の開催についてご報告させていただきます。 

  お手元に配付させていただいたところでございますが、平成27年10月10日から11月29日ま

で、松戸市教育委員会主催により市立博物館で開催いたしました「よみがえる画家板倉鼎・

須美子展」が、このたび目黒区立美術館において、松戸市教育委員会特別協力という形で再

現されることになりました。 

  会期は４月８日から６月４日まで。出展点数は約120点、作品が120点、資料約30点でござ

いまして、うち教育委員会、私どものほうからの所蔵品が121点となっております。 

  開催に至る経緯でございますが、松戸市の「よみがえる画家板倉鼎・須美子展」は3,809
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人の方にご覧いただき大きな反響を呼びましたが、専門家からも重要ですぐれた展覧会であ

るとして高い評価を受けたところでございます。目黒区立美術館の学芸員も展覧会を見に来

られましたが、終了後において、同館の学芸員のほうからほぼ再現する形で開催させてほし

いとの相談を受け、松戸市教育委員会の特別協力という形で実現することになったものでご

ざいます。 

  今回の回顧展が千葉県外で開催されるのは初めてのこととなっております。松戸市のゆか

りのすぐれた画家が広く紹介されるまたとない機会となったと考えております。 

  また、松戸市が主催した展覧会が他の美術館で再現されるのも初めてのことでございまし

て、しかも出品作品や資料の大半は私ども教育委員会の所蔵品であることから、松戸市の文

化芸術のＰＲとしても絶好の機会となったと考えております。 

  会期中の関連イベントといたしましては、ギャラリーツアー、記念レクチャー、大人のた

めの美術カフェを予定しております。このうち、ギャラリーツアーの講師を美術館準備室の

臨時職員が担当します。また、記念レクチャーにつきましては、本展覧会の特別監修を担当

する美術館準備室長のほうが講師となる予定でございます。 

  ぜひご高覧くださいますようご案内申し上げます。 

  以上でございます。 

教育長職務代理者 続けましょうか。 

  これでまず何かご質問等ありますか。 

  すばらしい機会ですよね。 

  この間の作品数とほぼ同じと考えていいんですか。 

社会教育課長 はい、松戸市からはこの間は他市から結構借りたものもございますので、若干

異なりますけれども、ほぼ同規模と。松戸市で開催したときは、前期・後期２回に分けて、

一部作品の入れかえを行いましたが、今回は全期間通して全ての作品を一堂に介して展示で

きるということになりました。 

教育長職務代理者 これ区立なんですか。 

社会教育課長 区立でございます。 

教育長職務代理者 すごいですね。 

  お金の心配がちょっとわかりませんけれども。 

市場委員 こういうのって貸出料もらうんですか。 

社会教育課長 特に、これは通常美術館同士とかそういったもののやりとりでは、特に貸出料
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とか取っておりません。 

教育長職務代理者 こういうやりとりのネットワークは、学芸員さんの間での情報交換なんで

すか。 

社会教育課長 結構やはり学芸員間のネットワークというものが非常に大きいです。 

教育長職務代理者 松戸市は、それは準備室の田中さん。 

社会教育課長 田中学芸員のほうで行っております。 

武田委員 すみません、勝手に申し上げてよろしいですか。 

  松戸で開催したときに西洋美術館の副館長さんが地方紙掲載だったんですけれども、展評

というものを書いてくださったんです。これを書いてくださるというのは非常に名誉なこと

で、しかも博物館の臨時施設的なところのものをあえて書くというのはなかなかしていただ

けない。つまり、中身がよかったということだと私は思います。その関連もあって、恐らく

はこの決定に至ったのではないかというふうに推察はしますけれども、基本的に目黒区立美

術館の方がすごく気に入ってくださったと。ただ、松戸での展覧会でしたように実は前期・

後期に分けるほどの出品点数ではないと思うんですね。それが一度に見られることでの変化

とか、博物館では設備上の問題で、他の美術館から借りられなかった作品も今回出品される

ことと思います。そういう条件が変わることでいかに見え方、あるいは貸し出し条件が変わ

ってくるかということを体感する意味でも、両方比較という意味で見ていただけると、同じ

作品がどのように目に映るかというちょうどいい比較になると思います。ぜひ足を運んでい

ただきたい。 

  この間、文科省の研修会の分科会で、たまたま私の隣に座った方が目黒区の委員さんでい

らして、私、この話をしたんですよ。４月にあるんですよとお知らせしたら、すごく興味を

持ってくださって、ぜひ行きますということで、皆さんにも声かけますと言ってくださった

ので、そのご感想等も聞けたらと楽しみにしております。 

社会教育課長 ありがとうございます。 

教育長職務代理者 よくわかりませんが、貸しをしたら借りもあるのかなみたいな。変な話、

今度はそういう新たな出会いを松戸市で開催することへの。 

武田委員 交流はありますけれども、器がないので借りられません。 

教育長職務代理者 これは教育企画課長、どうにか……。 

武田委員 すみません、余談でございました。 

教育長職務代理者 それでもう一つのほうにいきましょうか。 
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社会教育課長 次は、松戸市初となる登録有形文化財建造物についてご報告させていただきま

す。 

  お手元に配付させていただきました資料、松戸市初『登録有形文化財（建造物）』につい

てをご覧いただきますでしょうか。 

  このたび３月10日に開催されました国の文化審議会において、本市所有の旧齋藤邸主屋の

国の有形登録文化財建造物に登録するよう答申がなされました。 

  答申の内容につきましては、１枚目のとおりでございまして、「主屋が近世以来の農家に

近代的な要素が加わった住宅建築で、近代初頭の地域の景観を今に伝えるものである」との

評価をいただいたことによるものでございます。 

  旧齋藤邸につきましては、平成10年に旧所有者の故齋藤トシ様よりご寄附いただいたもの

で、寄附を受けて以降、私ども社会教育課にて管理を行ってきました。寄附者の意向が生涯

学習の場として使用してほしいとのことでございましたので、現在は市民の方を中心に見学、

貸し出し、紙漉き体験などの社会教育の場として活用しているところでございます。 

  今後はさらに幅広く考え、松戸市の１つの顔となるような施設にできればと思っておりま

す。 

  なお、登録有形文化財建造物の登録は、市川市や野田市など周辺市では既に多くございま

すが、松戸市では初の登録となりまして、旧齋藤邸の今後の活用に際して寄与することにな

るのではないかと考えております。 

  今回の答申を受けた実際の登録時期でございますが、登録書が７月に届く見込みとなって

おりまして、その時点での登録となります。 

  以上、ご報告とさせていただきます。 

教育長職務代理者 よろしいですか。 

  何かイベントの予定はないんですね。 

社会教育課長 現在のところ予定はしておりません。 

武田委員 登録されると何か変わるんですか。 

社会教育課長 メリットといいますか、整備とか、計画を立てたりとか、そういう部分とか、

あと耐震補修であるとか、そういったときに国から約半分程度の補助金をいただけるという。 

武田委員 逆に規制的なものは。 

社会教育課長 国の重要文化財は、くぎ１つ打つについても国の許可を必要となるんですけれ

ども、この登録有形文化財につきましては、届け出制という割合比較的緩い制度をとってお
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りまして、もっとみんなに見て広く活用してもらおうと、それから古いものが今どんどん壊

されていってしまう中で、少しでも日本の文化的なものを残して後世に伝えていこうという

制度でございますので、もし一部補修とかするときは、こういうものをやりましたという報

告で済むことになっています。 

武田委員 ありがとうございます。 

教育長職務代理者 何かご質問ありますか。 

  よろしいですか。 

  それでは、２点ご報告をいただきました。お疲れさまでした。ありがとうございました。 

  そのほか何かありますでしょうか。 

  ないようでございましたら以上で終わりまして、議事進行を教育長にお戻し…… 

  学務課長。 

学務課長 先ほどの学校教育職員の服務に関することで、今、上位法とそれからお配りさせて

いただきます。 

  今２部お配りさせていただきました。１部は、表記にあるとおり松戸市職員の勤務時間、

休日及び休暇等に関する条例です。上位法という形で、この条例に基づいて先ほどの改正を

したものでございます。 

  この条例ですけれども、この議会で先ほどの介護時間等がまた上の上位法で変わってきま

したので、これに基づいて別紙、もう一つのほうですね、そちらが一部改正ということで現

行改正案ということで変わっている実情です。 

  先ほど武田委員のほうから10条のことで要介護ということでありましたけれども、10条に

記載されている中では、診断書とかそういうものが必要かどうかについては書かれておりま

せん。こういうものが要介護の対象になりますという形になっております。 

  実際に今の運用につきましては、逆に内部になりますけれども、診断書を添えてこの制度

を使うという形で、そういう形で運用はしております。 

  以上です。 

教育長職務代理者 ありがとうございました。 

  補足の説明で、この10条の２、ご一読をいただければ、配偶者（届け出をしていない事実

上の婚姻関係も含む）ということで、あと父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者と

いう、その他規則が先ほどのものです。負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障

があるものの介護をするためとなっています。 
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  これが改正案で、議案自体は終わっていますので、これはまたお持ち帰りいただいて、不

明点があればまた次の機会にご質問いただければと思います。 

  以上、それでは、議事進行を教育長にお戻しします。 

教育長 きょうは臨時の会議ですので、この後は会議はございません。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎閉 会 

教育長 以上をもちまして、平成29年３月臨時教育委員会会議を閉会とします。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 午前１１時１４分 
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